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エコマーク商品類型 No.131「土木製品 Version1.21」認定基準書  

分類 G. ～仮設材～ 

（公財）日本環境協会 

エコマーク事務局 

1. 認定基準制定の目的 

 社会基盤の整備の一環として実施される土木・建設関連事業は、経済への波及効果が期

待される半面、海洋、河川、陸地などの自然環境や生活環境に与える環境負荷も著しいこ

とから、自然環境との調和や良好な生活環境の保全・形成、エネルギー効率向上による地

球温暖化の防止など、「環境基本法」の理念に基づく新たな土木・建設関連事業が模索され

ている。 

 こうした環境保全に加え、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「循環型社会形成推

進基本法」、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」およ

び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、廃棄物

の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の推進に努める

ことが土木・建設関連事業においても定められた。さらに、土木・建設事業者が環境負荷低

減に向けて自主的に推進する取組みとして「建設業におけるグリーン調達ガイドライン」

が平成 14 年に策定された。 

 我が国のマテリアルバランスのうち、土木・建設関連事業に起因する割合は、新たに投

入される資源の約 4 割(平成 14 年版 循環型経済白書、平成 13 年度主要建設資材需要見通

し)、産業廃棄物中の約 2 割、最終処分場搬入の約 4 割(平成 14 年版 環境白書)がそれぞれ

占めることから、土木・建設関連事業におけるリデュース、リユースおよびリサイクルを

進めていくことは、循環型社会を形成していく上で大きな効果が期待される。 

 土木・建設関連事業により環境要素に与える負荷は、その実施場所、工法、使用する資材

の種類など多くの影響要因によって異なる。これらの影響要因のひとつである土木資材を

エコマークの対象とすることにより、環境負荷の軽減が可能であることから、新たな製品

に関するエコマーク認定基準を制定し、既認定商品との整理統合により「土木製品」とし

て定めるものである。 

 新たな認定基準は、従来から推奨してきた再生材料の使用による新材消費や廃棄物発生

の抑制に加えて、有害化学物質の使用削減、省エネルギー、生態系への影響などにも配慮

し、土木製品の特徴ともいえる施工や長期間の使用による環境負荷を低減するとともに、

二次的な自然環境の創生により自然との共生を目指す。また、評価にはライフサイクルの

概念を導入し、土木製品として施工時のライフステージを考慮し、より具体的な環境負荷

項目の選定に努めた。 

 

2. 適用範囲 

足場・桟橋等：覆工板、仮設道路用マット、道路用マット 

型枠等：円形・角形型枠、化粧型枠 

 

3. 用語の定義 

リサイクル マテリアルリサイクルをいう。エネルギー回収（サーマルリサイ

クル）は含まない。 

再資源化 使用済みとなって排出され、再使用、リサイクル、エネルギー回

収、油化、ガス化、高炉還元またはコークス炉化学原料化を目的

に回収後、再資源化工程へ投入すること。 
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再生材料 プレコンシューマ材料またはポストコンシューマ材料またはそ

れらの混合物。ただし、本商品類型は、間伐材、低位利用木材、

産業活動に伴い発生するスラグなどを再生材料に含めることと

する。 

プレコンシューマ

材料 

製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する材料または不良

品。ただし、原料として同一の工程（工場）内でリサイクルされ

るものは除く。 

ポストコンシュー

マ材料 

製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。 

基準配合率 製品を造る際に必要な各原料に対する再生材料の使用割合(質

量％)。すなわち、 

基準配合率＝再生材料／各原料、であり、原料ごとに定める。 

使い捨て商品 本来の材料で繰り返し使われている耐久性のある商品がある分

野において、繰り返しての使用を目的としない商品。 

処方構成成分 製品に特性を付与する目的で、意図的に加えられる成分をいう。

製造プロセス上、不可避的に混入する不純物成分は含まない。 

再生ゴム 使用済みのタイヤ、チューブなどのポストコンシューマ材料およ

びプレコンシューマ材料。 

建設汚泥 「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」（平成 13

年 6 月 11 日環産達第 26 号）に定める建設汚泥。 

紙に関する用語 

古紙 市中回収古紙および産業古紙。 

市中回収古紙 店舗、事務所および家庭などから発生する使用済みの紙。 

産業古紙 原紙の製造工程後の加工工程（紙加工工場、紙製品工場、印刷工

場および製本工場など、紙を原材料として使用する工場）から発

生し、製品として使用されない紙。ただし、原紙の製造工程内で

発生し､再び同じ工程内で原料として使用される紙は除く。 

ただし、紙製造業に属する事業を行う者（以下「紙製造事業者」

という。）の工場又は事業場（以下「工場等」という。）における

製紙工程で生じるもの及び紙製造事業者の工場等において加工

等を行う場合（当該紙製造事業者が、製品を出荷する前に委託に

より、他の事業者に加工を行わせる場合を含む。）に生じるもの

であって、商品として出荷されずに当該紙製造事業者により紙の

原材料として利用されるものは、古紙としては取り扱わない（平

成 3 年 12 月 24 日通商産業省「紙製造業に属する事業を行う者

の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

等の運用について」より）。 

古紙パルプ配合率 製品に含まれるパルプ中の古紙パルプの質量割合で、 

古紙パルプ／（バージンパルプ＋古紙パルプ）×100（％） 

で表される。ただし、パルプは含水率 10％の質量とする。なお、

損紙については、古紙パルプ配合率の計算式の分母、分子にそれ

ぞれ含めない。 

木材に関する用語 

再・未利用木材 以下に定義する間伐材、廃木材、建設発生木材および低位利用木

材をいう。 

間伐材 林分の混み具合に応じて、目的とする樹種の個体密度を調整する

作業により生産される木材。 

廃 木 材 使用済みの木材（使用済み梱包材など）、木材加工工場などから
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発生する残材（合板・製材工場などから発生する端材、製紙未利

用低質チップなど）、剪定した枝、樹皮などの木材および木質材

料。 

建設発生木材 建築物解体工事、新築・増築工事、修繕模様替え、その他工作物

に関する工事などの建設工事に伴って廃棄物となった木材およ

び木質材料。 

低位利用木材 林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太か

ら得られる木材、曲がり材、小径材などの木材。また、竹林で産

出される環境保全上の適切な維持管理のために伐採する竹も含

む。 

なお、小径材については、末口径 14cm 未満の木材とし、以下の

a あるいは b に該当する場合は、中立的な第三者あるいは公的機

関によって、持続可能な管理がなされている森林であることの認

証を受けているものとする。 

 a. 天然生林から産出された丸太から得られる小径材 

 b. 人工林において皆伐、群状拓伐および帯状拓伐によって産出

された丸太から得られる小径材 

廃植物繊維 もみがらなどの農作物の収穫および製造工程で発生する農業残

渣、および麻袋などの使用済み梱包材など。 

木質部 木の実質（植物繊維も含む）。 

ガラスに関する用語 

ガラスカレット 廃ガラスをガラス原料に再生処理（分別、異物除去など）したも

の。 

ガラスカレット利

用率 

製品として使用するすべてのガラス材料中のガラスカレット投

入量の割合。すなわち、 

ガラスカレット利用率＝ガラスカレット／（一製品当たりの）全

ガラス材料 

とし、すべての材料は質量で表すものとする。 

プラスチックに関する用語 

プラスチック 単一若しくは複数のポリマーと、特性付与のために配合された添

加剤、充填材などからなる材料。 

再生プラスチック ポストコンシューマ材料およびプレコンシューマ材料からなる

プラスチック原材料。 

バイオマス もともと、生態学で生物(bio)の量(mass)を示す用語である。本認定

基準では、化石燃料を除く、動植物に由来する有機物である資源の

ことをいう。 

バイオマスプラス

チック 

原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するバイオ

ベース合成ポリマーからなるプラスチックで、原料として植物を

使用するプラスチックは、植物由来プラスチックともいう。 

ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET) 、ポリ乳

酸(PLA)およびポリトリメチレンテレフタレート(PTT)などがあ

る。※ISO16620-2 または ASTM D6866 に規定される 14C 法に

よるバイオベース炭素含有率が確認できるもの。 

バイオベース合成

ポリマー 

全面的または部分的にバイオマス資源を原料として、化学的お

よび／または生物学的工業プロセスによって得られるポリ

マー。ISO 16620-1 3.1.4 に定義される biobased synthetic 

polymer を指す(原文 polymer obtained through chemical 

and/or biological industrial process(es) Wholly or partly from 
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biomass resources)。 

バイオベース合成

ポリマー含有率 

製品(または認定基準で指定する部分)に占めるバイオベース合成

ポリマー中のバイオマス資源由来部分の割合。でんぷん等の天然

ポリマーは含まれない。 ISO 16620-1 3.1.5 に定義される

biobased synthetic polymer content を指す (原文  biobased 

synthetic polymer content ： amount of biobased synthetic 

polymer present in the product)。 

 

 

4. 認定の基準と証明方法 

   各基準への適合を証明する資料を、申込者の有印文書として提出すること。 

4-1.環境に関する基準と証明方法 

4-1-1.共通基準と証明方法 

(1) 申込商品の製造にあたって、最終製造工程を行う工場が立地している地域の大気汚染、

水質汚濁、騒音、悪臭、有害物質の排出などについて、関連する環境法規および公害防

止協定など（以下、「環境法規等」という）を順守していること。 

また、申込日より過去5年間の環境法規等の順守状況（違反の有無）を報告すること。な

お、違反があった場合には、すでに適正な改善をはかり再発防止策を講じ、以後は関連

する環境法規等を適正に順守していること。 

【証明方法】 

最終製造工程を行う工場が立地している地域の環境法規等を順守していることに関し、

申込製品を製造する事業代表者もしくは当該工場長が発行する証明書(環境法規等の名

称一覧の記載または添付)を提出すること。 

また、過去5年間に行政処分、行政指導などの違反の有無を報告し、違反があった場合

には、以下のa.およびb.の書類を提出すること。 

a. 違反事実について、行政機関などからの指導文書(改善命令、注意なども含む)、お

よびそれらに対する回答書(原因、是正結果などを含む)の写し(一連のやりとりがわかる

もの) 

b. 環境法規等の順守に関する管理体制についての次の1)～5)の資料(記録文書の写し

等) 

1)工場が立地している地域に関係する環境法規等の一覧 

2)実施体制(組織図に役割等を記したもの) 

3)記録文書の保管について定めたもの 

4)再発防止策(今後の予防策) 

5)再発防止策に基づく実施状況(順守状況として立入検査等のチェック結果) 

 

4-1-2.材料に関する基準と証明方法 

 製品は、製品を構成する各材料が、以下に示す材料に関する基準をそれぞれ満たすこ

と。ただし、小付属（ネジ、接着剤など製品の機能上必要な小さな部品）は、以下に示

す材料に関する基準を適用しない。 
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A．木材 

(2) 建設発生木材のうち、建築解体木材（建築物解体工事に伴って廃棄物となった木材およ

び木質材料）を原料として使用する製品にあっては、防腐・防蟻・防虫処理が施された

材を分別・排除して使用すること。木材中の有害物質の含有量について、土壌汚染対策

法施行規則（平成14年、環境省令第29号）別表第五に挙げられた特定有害物質のうち六

価クロムおよび砒素の含有量基準を満たすこと。 

【証明方法】 

原料に建築解体木材を使用する場合は、建築解体木材を分別していることの証明書（作

業マニュアル、工程フローなど）を提出すること。また、第三者試験機関または自社な

どにより実施された試験結果を提出すること。 

 

(3) 使用する木材保存剤は、(公社)日本木材保存協会の認定を受けていること。 

【証明方法】 

木材保存剤の使用を付属証明書へ具体的に説明記述すること。木材保存剤を使用してい

る場合、薬剤使用理由および薬剤が(公社)日本木材保存協会で認定を受けていることの

証明書を提出すること。 

 

(4) 原料に紙材(バージンパルプ)および木材を使用した場合は、原料の原木は伐採に当たっ

て、原木の生産された国または地域における森林に関する法令に照らして手続きが適切

になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地

残材には本項目は適用しない。 

【証明方法】 

林野庁「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に従っ

て合法性を確認＊した材料が、申込者、もしくは原料事業者により分別管理され、申

込製品に供給されていることの証明書を提出すること。あわせて、前記証明書を発行

する申込者、もしくは原料事業者は、以下のいずれかの証明書を提出すること。 

① CoC(Chain of Custody)認証制度により、事業者として認証を受けていることの証

明書 

② 事業者認定（関係団体の定める管理規範に従って、合法性の証明された木材・木

材製品の供給に取り組む当該団体の構成員について、その取組が適切である旨の認

定等）を受けていることの証明書 

③ 合法性が証明された木材・木材製品の分別管理方法(合法性を確認した木材のみを

扱っている場合はその方法。以下同様。)、証明書の一定期間の保管などを定めた管

理規範 

 

なお、上記のうち②③を選択して提出する場合、前記証明書を発行する申込者、も

しくは原料事業者は、②にあっては関係団体の定める管理規範を、③にあっては合法
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性が証明された木材・木材製品の分別管理方法、証明書の一定期間の保管などに関す

る管理規範を定め、これをウェブサイトなどにより公表しなければならない。 

* 最低限、当該木材・木材製品の合法性が証明されたものであり、かつ、分別管理さ

れていることを記載した直近の納入先が発行する証明書を、確認していること。 

 

B．プラスチック 

(5) プラスチック添加物は、食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度などに従うこ

と。プラスチックは、重金属など有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則

（平成14年、環境省令第29号）別表第四に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、

鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレンについて溶出量基準に適合すること。なお、土壌

汚染対策法施行規則の基準に代えて、ISO 8124-3に定める有害物質の基準に適合するこ

とでも良い。難燃剤を使用する場合には、PBB(多臭化ビフェニール)、PBDE(多臭化ジ

フェニルエーテル)および短鎖塩素化パラフィン(鎖状Ｃ数が10-13、含有塩素濃度が50％

以上)を処方構成成分として添加していないこと。また、鉛(Pb)系化合物、カドミウム

(Cd)系化合物、トリブチルスズ化合物(TBT)、トリフェニルスズ化合物(TPT)、ジブチル

スズ化合物(DBT)、ジフェニルスズ化合物(DFT)、モノフェニルスズ化合物(MFT)を処方

構成成分として添加していないこと。 

【証明方法】 

プラスチック樹脂（再生プラスチック含む）およびプラスチック添加物が有害物質の要

件を満たすことについて、原材料供給者による証明、または第三者試験機関により実施

された試験結果の証明書類を提出すること。ただし、すべての原材料について、該当す

る化学物質を処方構成成分として添加していない場合、その化学物質については、原材

料供給者および申込者による、添加していないことの証明ができる書類でも可とする。 

 

(6) プラスチックは、ポリマー骨格にハロゲンを含むプラスチックを使用している製品に該

当する場合は、使用済み製品のプラスチック部分の70%以上が回収されること。さら

に、回収されたプラスチック部分の70%以上が、マテリアルリサイクルされること。た

だし、ハロゲンを含むプラスチックを使用した製品であっても、使用期間が平均して20

年以上の製品については本項目を適用しない。 

【証明方法】 

申込商品が本基準項目に該当するかどうかを付属証明書に記載し、該当する場合は、廃

棄時に回収とリサイクルまたは20 年以上の継続使用が確実に行われることを証明した

文書を提出すること｡なお、使用契約締結後、事務局より申込者に回収率の報告を求め

る（または監査を行う）ことがあり、申込者はそれに協力しなければならない。 

 

C．ガラスカレット 

(7) ガラスカレットからの有害物質の溶出量について、土壌汚染対策法施行規則(平成14年、

環境省令第29号)別表第四に挙げられた特定有害物質のうち、カドミウム、鉛、六価クロ
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ム、砒素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素に関する溶出量基準に適合すること。な

お、廃ガラスびんを原料として使用する場合は、使用するカレットの色（無色、茶色、

その他）について報告すること。 

【証明方法】 

第三者試験機関または公的機関により実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出す

ること。廃ガラスびんを原料として使用する場合は、無色、茶色、その他色カレットの

使用状況を報告すること。 

 

D．その他材料 

(8) 建築物の解体に伴って廃棄された石膏ボードを原料として使用する製品は、アスベス

ト、砒素、カドミウムを含有していたと判明している製品を分別・除去すること。な

お、除外するべき具体的な廃石膏ボードは、「石膏ボード製品におけるアスベストの含

有について」((一社)石膏ボード工業会)、「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取

扱い」（建設副産物リサイクル広報推進会議）などを参考に選定すること。 

石膏ボード加工製品の製造工場や新築工事現場で廃棄された石膏ボードのみをリサイク

ルした製品は、再生材料にアスベストが含有していないので、分析を行う必要はない。 

【証明方法】 

申込者は付属証明書へ本項目の適合状況を記入すること。アスベスト、砒素、カドミウ

ムを含有していたと判明している製品を分別・除去している場合は、分別・除去の具体

的な方法を報告すること。なお、分析調査による判定の場合は、トレモライト等6種の

石綿が0.1％を超えて含有しないことを平成18年8月21日付け基発第0821002号「建材中

の石綿含有率の分析方法について」で示されている「JIS A1481 建材製品中のアスベ

スト含有率測定方法」（2008）などに準拠する方法によること。 

 

(9) 建設汚泥を原料として使用する製品は、「建設汚泥再生利用マニュアル（平成20年12

月、独立行政法人土木研究所編著）」を参考とした建設汚泥の排出条件、土質性状を確

認する受け入れ基準を定め、適切な処理がなされた無機性汚泥のみを使用すること。環

境基本法に基づく土壌環境基準または土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の含有量基

準に適合しない建設汚泥については、適合するよう適正な処理を行う場合を除き、使用

のないこと。 

【証明方法】 

申込者は付属証明書へ本項目の適合状況を記入すること。建設汚泥の受け入れ条件、処

理の内容及びフローを説明した資料を提出すること。 

 

4-1-3.個別製品に関する基準と証明方法 

(10)製品は、表1に示す再生材料の配合率が製品質量全体の70％以上であること。且つ、各

再生材料は表1に定める材料区分ごとの基準配合率を満たすこと。 

ただし、コンクリートおよびプラスチックの合計質量が製品質量全体の50％以上となる
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製品は、再生材料の合計質量が製品全体質量の50％以上であり、且つ表1に定める材料

区分ごとの基準配合率を満たすこと。 

プラスチック型枠は、表1に定める材料区分ごとの基準配合率を適用せず、再生プラス

チックの合計質量が製品質量全体の50％以上であること。 

仮設道路用マットおよび道路用マットのうち再生ゴムを主材料とする製品は、表1に定

める材料区分ごとの基準配合率を適用せず、再生材料の合計質量が製品質量全体の20%

以上であること。 

なお、バイオマスプラスチックを使用した製品は、4-1-3.(10)に代わりに 4-1-3.(11)を満たす

ことでもよい。 

表 1 仮設材に使用できる再生材料 

材料区分 再生材料 基準配合率(質量％) 

コ ン ク

リート 骨材 

分類 C.コンクリー
ト材料の認定基準
4-1-2.(2)を満たす
再生材料 

 

コンクリート部分は以下①～③のいずれかを満たすこと 

 

  コンクリート中の再生材料質量 

コンクリート質量 

 

  骨材中の再生材料合計質量 

骨材質量 

 

 セメントおよび混和材中の再生材料の合計質量 

セメント＋混和材の合計質量 

セメン
ト 

分類 C.コンクリー
ト材料の認定基準
4-1-2.(6)～(7)を満
たす再生材料 

コンク
リート
混和材 

分類 C.コンクリー
ト材料の認定基準
4-1-2.(11) を 満 た
す再生材料 

プ ラ ス
チック 

再生プラスチック 再生プラスチック/全プラスチック×100≧50[25] 

ガラス ガラスカレット ガラスカレット/全ガラス材料×100＝100 

木材、 

木質材料 

再・未利用木材 

廃植物繊維 

(間伐材･小径材+廃木材+低位利用木材+廃植物繊維)/全木質材
料×100=100 

紙 

古紙パルプ 

古紙パルプ/パルプ×100=100 

 

剥離剤を使用しない型枠の配合率は以下を満たすこと 

古紙パルプ/パルプ×100≧95  

ゴム 再生ゴム 再生ゴム/全ゴム×100=100[50] 

注1) 木質部分の質量％は、気乾状態*1または製品を 20±2℃、湿度 65％±5％で恒量*2に達し
た時点での製品または各材料の質量比率を指す。 

*1：通風のよい室内に 7 日間以上放置したものをいう。 

*2：24 時間毎の質量を測定し、その変化率が 0.1％以下になったものをいう。 

注2) 再生プラスチックは、再生ポリマーとバージンポリマーとの複合使用を認める。原料ポ
リマーとして、ポストコンシューマ材料を使用する製品は、ポストコンシューマ材料から
なるプラスチックの質量割合が、表中の［ ］内の条件を満たすことでよい。 

注3) 再生ゴムは、原料ゴムとして、ポストコンシューマ材料を使用する製品は、ポストコン
シューマ材料からなる再生ゴムの質量割合が、表中の［ ］内の条件を満たすことでよい。 

 

【証明方法】 

供給元が発行する原料証明書を添付すること。また、使用した再生材料の種類、再生材

料とそれ以外の材料の配合率、管理方法を製品重量証明書に記載すること。 

間伐材および低位利用木材については、別表3に規定する証明を提出すること。 

 

(11) バイオマスプラスチックを使用する製品は、以下 a) ～c) の全ての要件を満たすこと。

×100 ≧50 

×100 ≧50 

×100 ≧50 

① 

② 

③ 
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ただし、基準項目 4-1-3.(10)を選択した場合は、本項目は適用しない。 

a) 製品質量全体(プラスチック部分)におけるバイオベース合成ポリマー含有率が 10％以

上でかつ、バイオマスプラスチックの質量割合が 25％以上であること。 

b) プラスチック製造に原料として使用するバイオマスの持続可能性については、別表

4(a)「バイオマスプラスチック（原料樹脂）の持続可能性に関するチェックリスト」に

適合するとともに、サプライチェーンを把握していること。ただし、バイオマス原料の

持続可能性について第三者による監査または認証（プラスチック等の持続可能性を検

証する国際認証制度など）を受けている場合には、その結果を別表 4(a)の提出に代える

ことができる。 

c) バイオマスプラスチック(原料樹脂)について、製品ライフサイクル全体の温室効果ガ

スの排出量(CO2換算)が、代替しようとする従来の樹脂と比較して増加しないことをラ

イフサイクルアセスメント(LCA)によって確認していること。 

【証明方法】 

a) 製品質量全体(プラスチック部分)におけるバイオベース合成ポリマー含有率を計

算した証明書を提出すること。そのうちバイオマスプラスチック(原料樹脂)は、

ISO16620-2 または ASTM D6866 に規定される 14C 法によるバイオベース炭素含

有率の測定結果の値と成分組成を用いて、ISO16620-3 に規定される方法により算

出したバイオベース合成ポリマー含有率の測定結果を記載すること。なお、測定

結果と規格上のバイオベース合成ポリマー含有率に 10%を超える乖離がある場合

には、その理由も説明すること。添付書類として、バイオベース炭素含有率の測

定結果を提出すること。 

また、認定後のバイオベース合成ポリマー含有率の適正な維持について、原料樹

脂供給事業者(販売事業者を含む)が発行する以下のいずれかの証明書を提出するこ

と。 

・ バイオベース炭素含有率の測定を定期的に実施すること、および測定結果をエ

コマーク事務局の要請に応じて開示できることの説明文書 

・ バイオベース合成ポリマー含有率の管理について、第三者による監査または認

証を受けていることの証明書 

b) バイオマス原料の素性（栽培地（国、州、市等）または廃棄物・副産物等の発生

過程など）および（原料樹脂）製造までの一連の製造工程のフロー図（基礎化学

品（モノマー）の製造、ポリマー製造等の関係する事業者名を明らかにするこ

と）、およびチェックリストまたは第三者による監査または認証を受けているこ

とを示す資料を提出すること。なお、エコマークで認定事例のないバイオマスプ

ラスチックやバイオマス原料を使用した製品のエコマーク申請にあたっては、エ

コマーク事務局から申請者（もしくは樹脂供給者等）に原料等に関する情報提供

（別表 4(b)）を要請する場合がある。 

c) 第三者によるLCAの結果を提出すること（LCAの評価結果とともに算定条件を

示すこと。プラスチックの持続可能性を検証する国際認証制度などにおいて
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LCAの検証を受けた場合には、そのデータを用いることでもよい。また、原料

や製造工程（工場）が同じ場合には、学術雑誌等で発表された論文を用いること

もでもよい）。 

 

(12)製品中の有害物質の溶出量について、土壌汚染対策法施行規則(平成14年、環境省令第

29号)別表第四に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価クロム、砒素、水

銀、セレン、ほう素、ふっ素に関する溶出量基準に適合すること。ただし、本項目は鋼

材など金属部分については適用しない。スラグ類については、「スラグ類の化学物質試

験方法」JIS K 0058-1により試験を行うことを可とする。紙、4-1-2.A～Cに挙げられて

いる材料については、4-1-2.によることとし、本項目は省略してよい。 

【証明方法】 

第三者試験機関または公的機関により実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出す

ること。 

 

(13)製品中の有害物質の含有量について、土壌汚染対策法施行規則(平成14年、環境省令第

29号)別表第五に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価クロム、砒素、

水銀、セレン、ほう素、ふっ素に関する含有量基準に適合すること。ただし、鋼材など

金属部分については、他の試験方法等により確認することでもよい。スラグ類について

は、「スラグ類の化学物質試験方法」JIS K 0058-2により試験を行うことを可とする。

紙、4-1-2.A～Cに挙げられている材料については、4-1-2.によることとし、本項目は省

略してよい。 

【証明方法】 

第三者試験機関または公的機関により実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出す

ること。金属については、製造事業者等による試験結果、成分表などにより証明するこ

とでもよい。 

 

(14)製品は、クロム、カドミウム、砒素を処方構成成分として添加していないこと。 

【証明方法】 

クロム、カドミウム、ヒ素を処方構成成分として添加していないことの証明書を提出す

ること。 

 

(15)使い捨て商品でないこと。 

ただし、用語の定義に言う「使い捨て商品」であっても、使用後回収されリサイクルされ

るシステムが確立され、かつ実際にリサイクルされている場合には、この条項は適用し

ない。主な再生材料として、古紙標準品質規格表にいう雑誌、ダンボールおよび台紙地券

からなる古紙パルプを配合した製品については、使用後回収され再資源化されるシステ

ムが確立され、かつ実際に再資源化されている場合には、本項目を適用しない。 

【証明方法】 
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解説2-1-9.仮設材E-1に示す使い捨て製品にあたるものであるか否か、付属証明書に具

体的に説明記述すること。使用後回収されリサイクルされるシステムが確立されている

ことを証明する場合には、説明書などの資料を提出すること。 

 

(16)認定基準4-1-3.(12)、(13)に関する情報を提供できること。 

【証明方法】 

情報の提供の際に用いる文書(原稿段階でも可)を提出すること。 

 

4-2. 品質に関する基準と証明方法 

(17)品質については、公的な試験法に基づいた自社基準などによって安全性が確認されてい

ること。 

【証明方法】 

自社規格などにより安全性が確認されていることの証明書を提出すること。 

 

 

5. 商品区分、表示など 

(1)商品区分は、2.対象（別表 1）の「対象名」毎およびブランド名毎とする。製品の大小お

よび色調による区分は行わない。ただし、素材の異なるものについては別途申し込みを

すること。 

 

(2)「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目

に該当する製品は、エコマーク事務局のウェブサイトにおいて、判断の基準への適合状

況を公表する。 

 

(3) 原則として、製品本体などに下記のロゴマークを表示すること。なお、エコマーク商品

を保有するエコマーク使用契約者においては、これまでどおりの表示および認定番号を

記載することも可とする。 

 

 

 

 

 

（表示方法に関する注記） 

* ロゴマークの表示においては、エコマーク認定番号(8 桁の数字)または使用契約者名を表

記すること。 

*「エコマーク使用の手引」2.(2)項に準じて、「エコマーク商品」などを表記してもよい。 

 「エコマーク商品」、「#エコマーク」、「www.ecomark.jp」、「Eco Mark Certificate」 

*環境省「環境表示ガイドライン

(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/guideline/)などに準拠して、ロゴ

マークと関連付けて認定商品の環境主張を表記してもよい。 

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/guideline/
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 * その他、上記に記載のない事項は「エコマーク使用の手引」に従うこと。

(https://www.ecomark.jp/office/guideline/guide/) 

 

 

2005 年 1 月 15 日 制定 

2005 年 2 月 23 日 改定（4-1-3.L(75)､(76)、環境情報表示） 

2005 年 5 月 13 日  改定（4-1-3. (35)､(94)、5-1-3.(73)、環境情報表示） 

2005 年 9 月 8 日 改定（用語の定義） 

2006 年 4 月 28 日  改定（用語の定義、環境に関する基準、別表１、別表４など） 

2006 年 10 月 19 日  改定（環境に関する基準、別表１、別表４など） 

2007 年 2 月 9 日 改定（環境に関する基準、品質に関する基準、別表４など） 

2007 年 4 月 13 日 改定（環境に関する基準、品質に関する基準、別表 1 など） 

2007 年 10 月 5 日 改定（環境に関する基準、別表 4 など、有効期限の延長） 

2008 年 2 月 14 日 改定（環境に関する基準、別表 4 など、有効期限の延長） 

2008 年 6 月 9 日 改定（環境に関する基準、別表 1 など） 

2008 年 8 月 21 日 改定（環境に関する基準、別表 1 など） 

2009 年 5 月 1 日 改定（用語の定義、環境に関する基準、別表 1、解説） 

2009 年 11 月 4 日 改定（用語の定義、環境に関する基準、品質に関する基準） 

2011 年 3 月 1 日 改定（マーク表示） 

2012 年 6 月 15 日 改定（難燃剤、抗菌剤、5.(2)(3)削除） 

2013 年 2 月 1 日 改定（環境に関する基準、別表 1、基準書の分割） 

2014 年 2 月 1 日       改定（有効期限延長） 

2014 年 12 月 1 日       改定（適用範囲、分類 F 環境に関する基準） 

2018 年 3 月 1 日 改定（4-1-2.(4)追加） 

2018 年 8 月 10 日 改定（4-1-3.(11)、5.(2)(3)追加） 

2019 年 1 月 7 日    改定（有効期限延長） 

2019 年 4 月 1 日    改定（マーク表示について） 

2022 年 4 月 1 日    改定（分類 E、J 対象品目の追加） 

2023 年 2 月 1 日    改定（用語の定義、バイオマスプラスチック、プラスチック添加剤、

ハロゲンに関する基準） 

2024 年 3 月 15 日 改定（有効期限延長） 

2031 年 1 月 31 日 有効期限 

 

本商品類型の認定基準は必要に応じて改定を行うものとする。 

https://www.ecomark.jp/office/guideline/guide/
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別表 2 （本分類では参照されないため省略） 

 

別表 3 間伐材及び低位利用木材に関する基準及び証明事項 

原料に間伐材を使用する場合は、産地、樹種、数量、植栽年を記載した産地証明書と対象となる

林分の写真（間伐が行われたことがわかるもの）を提出すること。間伐率や何回目の間伐かといっ

た情報もできる限り報告すること。 

 

原料に低位利用木材を使用する場合は、以下について記載した証明書を提出すること。 

 ・森林の種類（天然生林、人工林）、産地、樹種。人工林の場合は、植栽年についても記載する

こと。 

 ・どのような状況（病虫獣害・災害を受けた、曲がり材あるいは小径材であるなど）で産出さ

れた木材であるか。小径材については、施業方法、末口径などを報告すること。 

 

低位利用木材のうち小径材を使用する場合で、以下の a あるいは b に該当する場合については、

下表に示す第三者による持続可能な森林であることの認証を受けたことを証明する書類をあわせ

て提出すること。 

a. 天然生林から産出された丸太から得られる小径材 

b. 人工林において皆伐、群状拓伐および帯状拓伐によって産出された丸太から得られる小径材 

表 森林認証に関する要求事項 

認証の基準について ・経済的、生態学的かつ社会的利益のバランスを保ち、アジェンダ 21

および森林原則声明に同意し、関連する国際協定や条約を順守したもの

であること。 

・確実な要求事項を含み、持続可能な森林にむけて促進し方向付けられ

ているものであること。 

・全国的あるいは国際的に認知されたものであり、また生態学的、経済

的かつ社会的な利害関係者が参加可能な開かれたプロセスの一部とし

て推奨されていること。 

認証システムについて ・認証システムは、透明性が高く、幅広く全国的あるいは国際的な信頼

性を保ち、要求事項を検証することが可能であること。 

認証組織・団体について ・公平で信頼性が高いものであること。要求事項が満たされていること

を検証することが可能で、その結果について伝え、効果的に要求事項を

実行することが可能なものであること。 

 

低位利用木材のうち、原料に竹を使用する場合は、以下について記載した証明書と竹林の周辺の

写真または地図を提出すること。 

 ・竹の種類、産地、周辺の状況、環境保全上の適切な維持管理のための伐採であることの説

明、管理計画、数量。 
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別表 4(a) バイオマスプラスチック（原料樹脂）の持続可能性に関するチェックリスト 

No 目的 要求（実現されなくてはならない項目） 対象 実現 
実施方法 

（該当する全ての項目に     ） 

1 地球温暖化の

防止, 

自然生態系の

保全 

植物を栽培する主たる農地は、2008 年以降に生

物多様性の価値が高い土地、炭素蓄積量の多い土

地（森林・泥炭地など）からの土地改変が行われ

ていないか。 

農地 

□はい/ 

□いいえ/ 

□残渣・副産

物または廃

棄物に該当

するため、本

項は適用し

ない* 

□現地の土地改変に係る法令を確認した。 

□現地調査やヒアリングにより現地の実態を把握した。 

□植物の調達に関するガイドラインを定め、公表している。または、独立し

た第三者によるガイドラインに準拠している。 

 ・ガイドライン名 [                              ] 

 ・公表場所    [                                 ] 

□植物の調達に関する独立した第三者の認証制度を併用している。 

 ・認証制度名   [                                 ] 

□その他（具体的に記入） 

[                                          ] 

 

2 生態系の保全 遺伝子組み換え農作物を原料とする場合、安全性

の確保について評価を行ったか。 

農地 

□はい/ 

□いいえ/ 

□遺伝子組み

換え農作物

は不使用の

ため本項は

適用しない 

□残渣・副産

物または廃

棄物に該当

するため、本

項は適用し

ない* 

□現地の遺伝子組み換え農作物に係る法令を確認した。 

□現地調査やヒアリングにより現地の実態を把握した。 

□植物の調達に関するガイドラインを定め、公表している。または、独立し

た第三者によるガイドラインに準拠している。 

 ・ガイドライン名 [                              ] 

 ・公表場所    [                                 ] 

□植物の調達に関する独立した第三者の認証制度を併用している。 

 ・認証制度名   [                                 ] 

□その他（具体的に記入） 

[                                          ] 

 

3 土地の酸性

化・富栄養化,

水質汚染の防

止 

植物の主たる栽培地における肥料・農薬の使用状

況を把握したか。 

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム

条約」（POPs 条約）で規制されている農薬が使用

されていないか。 農地 

□はい/ 

□いいえ/ 

□残渣・副産

物または廃

棄物に該当

するため、本

項は適用し

ない* 

□現地の肥料・農薬に係る法令を確認した。 

□現地調査やヒアリングにより現地の実態を把握した。 

□植物の調達に関するガイドラインを定め、公表している。または、独立し

た第三者によるガイドラインに準拠している。 

 ・ガイドライン名 [                              ] 

 ・公表場所    [                                 ] 

□植物の調達に関する独立した第三者の認証制度を併用している。 

 ・認証制度名   [                                 ] 

□その他（具体的に記入） 
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[                                          ] 

No 目的 要求（実現されなくてはならない項目） 対象 実現 
実施方法 

（該当する全ての項目に     ） 

4 適正な水利用 植物の主たる栽培地における水の使用状況を把

握したか。 

農地 

□はい/ 

□いいえ/ 

□残渣・副産

物または廃

棄物に該当

するため、本

項は適用し

ない* 

□現地の水使用に係る法令（取水制限など）を確認した。 

□現地調査やヒアリングにより現地の実態を把握した。 

□植物の調達に関するガイドラインを定め、公表している。または、独立し

た第三者によるガイドラインに準拠している。 

 ・ガイドライン名 [                              ] 

 ・公表場所    [                                 ] 

□植物の調達に関する独立した第三者の認証制度を併用している。 

 ・認証制度名   [                                 ] 

□その他（具体的に記入） 

[                               ] 

5 再生資源の利

用 ,食糧との

競合回避 

バイオマスプラスチック（原料樹脂）の粗原料の

一部として、現地の再生資源が入手可能な場合、

優先的に使用したか。 原料

樹脂 

□はい/ 

□いいえ/ 

□再生資源が

入手できな

いため本項

の適用外 

使用する再生資源名 

[            ] 

再生資源の発生量・割合 

[            ] 

 

6 地球温暖化の

防止 

粗原料の主たる製造工場において、発酵などによ

り地球温暖化係数の高いメタンを排出する場合、

その処理状況を把握したか。 
粗原料

製造 

工場 

□はい/ 

□いいえ/ 

□本項の適

用外 

(左記に該当

しない) 

□現地調査やヒアリングにより現地の実態を把握した。 

□その他（具体的に記入） 

[                               ] 

7 非化石エネル

ギー源、再生

可能エネル

ギー源の利用 

栽培から原料樹脂製造までの工程において、非化

石エネルギー源（例えば、バガスやバイオガス、

オフガスなど）や再生可能エネルギーを出来る限

り活用したか。 

製造 

工場 

□はい/ 

□いいえ 

エネルギー名と活用方法 

[                              ] 

8 法令順守 バイオマスプラスチック（原料樹脂）製造は、大

気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質

の排出などについて、関連する環境法規および公

害防止協定など法令を順守しているか。 

樹脂製

造工場 

□はい/ 

□いいえ 

モノマー製造事業者・工場名 

[                              ] 

樹脂製造事業者・工場名 

[                              ] 

* EU の再生可能エネルギー指令(RED)による残渣・副産物(Residues)または廃棄物(Waste)
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別表 4(b) 新たなバイオマスプラスチックまたはバイオマス原料を使用した製品の申請に係る情

報提供シート 

年  月  日 

提出先：公益財団法人日本環境協会 

エコマーク事務局 宛 

会 社 名：                                               

部  署：                                               

記載者名：                                              

E-mail  ：                                              

 

１．エコマーク申請商品に使用されるバイオマスプラスチックに関する情報 

項目 記入欄 

樹脂の種類（例：PE）  

構造式  

主な用途（成型品・繊維）  

バイオマスプラスチックの上市

と生産量 

□上市済み（□国内／□海外） 

□未発売（発売予定時期    年  月頃） 

生産量（予定・推測を含む）   トン（   年） 

樹脂を製造する事業者名（およ

び URL） 
（提案者以外の事業者を含めて、提案樹

種のバイオマスプラスチックの製造事業

者名を記載して下さい） 

 

代替する樹脂（化石資源由来の樹

脂） 

 

原料から樹脂製造までの一連の

製造工程のフロー図 

（原料採取からモノマー、樹脂製造

までの各工程の説明、発酵工程など

の有無等） 

別紙可 

全面的バイオマス／部分的バイ

オマス 

□全面的バイオマス(バイオベース合成ポリマー含有率 100%) 

□部分的バイオマス → 当該樹脂中に配合できる最大のバイ

オベース合成ポリマー含有率【  %】 

マスバランス(MB)方式の有無 □実配合 ／ □MB 方式 

※MB 方式の場合には、本取扱方針の対象外です。 

生分解性能の有無 □あり ／ □なし 

使用後の処理方法 

代替する樹脂（化石資源由来の

樹脂）と比較して、廃棄・リサイ

クル等の課題はあるか。（想定さ

れる廃棄方法等） 

 

 

２．バイオマス原料の素性 

項目 記入欄 

バイオマス原料（植物名など）の

種類 

 

栽培地（国、州、市等）、または廃  
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項目 記入欄 

棄物・副産物等の場合には発生

過程等 

当該バイオマス原料の生産量ま

たは発生量 

 

当該バイオマス原料の主な用途
（主産物または副産物のどちらに該

当するか。） 

 

栽培地の状況（植物の場合、どのよ

うな土地で栽培されているのか。

（例：泥炭地）） 

 

今後、当該バイオマスプラス

チック生産が拡大した場合、原

料への影響はあるか。 

（他用途への影響、原料となる植物

栽培の急拡大による他への影響の可

能性など） 

 

食糧との競合はないか。  

再生資源は利用可能か。 

（再生資源の場合、発生源、収集方

法、EU RED での扱いなど） 

 

 

３．バイオマス原料の持続可能性に関する情報 

項目 記入欄 

原料に関する持続可能性の認証

制度またはイニシアティブ等

（例：RSPO、ISCC）の存在の有

無および取得状況（ある場合は具

体的な名称と基準内容） 

 

原料の栽培に関して NGO や研

究者から持続可能性の観点で指

摘されている点があるか。（ある

場合には、具体的な内容、URL） 

 

その他、当該バイオマス原料に

ついて懸念となる部分はある

か。 

 

 

４．その他 

項目 記入欄 

同じバイオマス原料を利用し

て製造されたバイオマスプラ

スチックの存在有無（ある場合

には、樹脂名を記載） 

 

その他  
※その他、製造事業者の会社概要や関連する資料を添付して下さい。 

本情報提供シートでご提出いただいた情報は、エコマークの申請書類の一つとして、エコマーク事務局および

関連委員会限りで取扱います。なお、審査委員会は、提出されたチェックシートの情報にもとづきバイオマス

プラスチックの持続可能性を精査しますが、必要に応じて追加調査や、審査委員会内に設置された評価パネル

に照会を行うことがあります。また通常の審査よりも審査期間が長くなる場合があります。 

 


